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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
緒
方
林
太
郎
君
提
出
対
ウ
ク
ラ
イ
ナ
支
援
と
ふ
る
さ
と
納
税
の
関
係
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

都
道
府
県
、
市
町
村
又
は
特
別
区
（
以
下
「
都
道
府
県
等
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
寄
附
金
と
御
指
摘
の
「
一
部
の
特
定

公
益
増
進
法
人
」
に
対
す
る
寄
附
金
に
つ
い
て
は
、
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
寄
附
金
税
額
控
除
が
行
わ
れ
る
と

こ
ろ
、
都
道
府
県
等
に
対
す
る
寄
附
金
に
係
る
寄
附
金
税
額
控
除
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
特
例
控
除
額

を
加
算
し
た
金
額
を
控
除
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 
 

こ
の
よ
う
に
、
寄
附
金
の
支
出
先
に
応
じ
て
、
適
用
さ
れ
る
制
度
に
差
異
を
設
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

ふ
る
さ
と
納
税
制
度
（
都
道
府
県
等
に
対
し
寄
附
を
行
っ
た
場
合
に
、
当
該
寄
附
に
係
る
寄
附
金
に
つ
い
て
個
人
住
民
税

の
寄
附
金
税
額
控
除
を
適
用
す
る
制
度
を
い
う
。
）
の
対
象
と
な
る
寄
附
金
に
つ
い
て
は
、
法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
及

び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
、
寄
附
金
の
募
集
の
適
正
な
実
施
に
係
る
基
準
と
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
基
準

（
以
下
「
募
集
適
正
基
準
」
と
い
う
。
）
に
適
合
す
る
都
道
府
県
等
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
対
す
る
も
の
と



 

２ 

 

さ
れ
て
お
り
、
寄
附
金
の
募
集
に
当
た
っ
て
は
、
募
集
適
正
基
準
と
し
て
定
め
た
平
成
三
十
一
年
総
務
省
告
示
第
百
七
十
九

号
（
以
下
「
告
示
」
と
い
う
。
）
第
二
条
各
号
に
適
合
す
る
必
要
が
あ
る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
都
道
府
県
等
が
、
受
領
し

た
寄
附
金
の
一
部
を
当
該
寄
附
金
の
募
集
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
告
示
第
二
条
第
二
号
の
規
定
に
基

づ
き
、
都
道
府
県
等
に
お
い
て
適
切
に
判
断
い
た
だ
く
も
の
と
考
え
て
い
る
。 


